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地方独立行政法人長崎市立病院機構定年前再任用短時間勤務職員 

就業規程 

平成２４年４月１日 

規程第１２号 
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第１３章 補足（第２８条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、労働基準法（昭和２２年法律

第４９号。以下「労基法」という。）第８９条の規定に基づき、地方独立行政法人長

崎市立病院機構（以下「法人」という。）に勤務する再任用職員の労働条件、服務規
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律その他就業について、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 定年前再任用短時間勤務職員 地方独立行政法人長崎市立病院機構職員定年

等に関する規程（令和７年地方独立行政法人長崎市立病院機構規程第１号。以下

「定年規程」という。）第１２条の規定により採用された者をいう。 

  ア ２５年以上勤続して退職した者（当該退職の日の翌日から起算して５年を経

過する日までの間にある者に限る。） 

  イ アに該当する者としてかつて再任用職員であった者（アに掲げる者を除く。） 

 ⑵ 再任用 定年規程第１２条に規定する年齢６０年以上退職者を定年前再任用

短時間勤務職員として採用することをいう。 

（規程等の遵守） 

第３条 法人及び定年前再任用短時間勤務職員は、誠意をもって法令及びこの規程並

びに関係規程等を遵守しなければならない。 

   第２章 人事 

    第１節 採用 

第４条 ［削除］ 

（長崎市職員定年前退職者の再任用） 

第５条 理事長は、特に必要と認めるときは、長崎市職員の定年等に関する条例（昭

和５９年長崎市条例第３７号）第３条に規定する定年（附則第４項の定年に関する

経過措置による適用を含む）までに退職した長崎市職員であって、同条例第１２条

に規定する年齢６０年以上退職者を定年規程第１２条に規定する年齢６０年以上

退職者に準ずる者として、定年前再任用短時間勤務職員として採用することができ

る。 

 （労働条件の明示） 

第６条 職員就業規程第６条の規定は、再任用（前条の規定により長崎市職員を採用

する場合を含む。）の際の労働条件の明示について準用する。 

 （任期の更新） 
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第７条 ［削除］ 

（任期の末日） 

第８条 再任用を行う場合の任期の末日は、その者が年齢６５年に達する日以後にお

ける最初の３月３１日以前でなければならない。 

    第２節 評定 

 （勤務評定） 

第９条 職員就業規程第９条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の勤務評定につ

いて準用する。 

    第３節 異動 

（異動） 

第１０条 職員就業規程第１２条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の異動につ

いて準用する。 

    第４節 休職及び復職 

（休職及び復職） 

第１１条 職員就業規程第１３条から第１７条までの規定は、定年前再任用短時間勤

務職員の休職及び復職について準用する。 

   第５節 退職及び解雇 

（退職） 

第１２条 定年前再任用短時間勤務職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該各号に定める日をもって退職するものとし、職員としての身分を失う。 

 ⑴ 自己都合による退職を申し出たとき 理事長が承認する日 

 ⑵ 任期が満了したとき 任期が満了した日 

 ⑶ 死亡したとき 死亡日 

 ⑷ 法人の役員（職員を兼ねるものを除く。）に就任したとき 就任日の前日 

（自己都合による退職手続） 

第１３条 職員就業規程第１９条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員が自己の都

合により退職しようとするときについて準用する。 

（解雇、解雇予告、退職時の責務及び退職証明書等の交付） 

第１４条 職員就業規程第２３条から第２６条までの規定は、定年前再任用短時間勤
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務職員の解雇、解雇予告、退職時の責務及び退職証明書等の交付について準用する。 

  第３章 給与 

（給与） 

第１５条 定年前再任用短時間勤務職員の給与については、地方独立行政法人長崎市

立病院機構職員給与規程（平成２４年地方独立行政法人長崎市立病院機構規程第３

３号）で定める。 

２ 前項に定めるもののほか、臨時の給与の支給について必要な事項は、理事長が別

に定める。 

   第４章 服務 

（服務） 

第１６条 職員就業規程第２９条から第４６条までの規定は、定年前再任用短時間勤

務職員の服務について準用する。 

   第５章 勤務時間、休日及び休暇等 

（勤務時間、休日及び休暇等） 

第１７条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、休日、休暇等については、地方

独立行政法人長崎市立病院機構職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平成

２４年地方独立行政法人長崎市立病院機構規程第１６号）で定める。 

  第６章 育児休業等 

（育児休業等） 

第１８条 定年前再任用短時間勤務職員の育児休業等については、地方独立行政法人

長崎市立病院機構職員の育児休業等に関する規程（平成２４年地方独立行政法人長

崎市立病院機構規程第２０号）で定める。 

第７章 研修 

（研修） 

第１９条 職員就業規程第４９条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の研修につ

いて準用する。 

   第８章 賞罰 

（表彰） 

第２０条 定年前再任用短時間勤務職員の表彰については、地方独立行政法人長崎市



（地方独立行政法人長崎市立病院機構再任用職員就業規程） 

5 
 

立病院機構職員表彰規程（平成２４年地方独立行政法人長崎市立病院機構規程第２

９号）の定めるところによる。 

（懲戒、損害賠償等） 

第２１条 職員就業規程第５１条から第５６条までの規定は、定年前再任用短時間

勤務職員の懲戒、損害賠償等について準用する。 

２ 理事長は、定年前再任用短時間勤務職員が第４条の規定により採用された場合

において、定年前退職者となった日までの引き続く職員としての在職期間（職員

就業規程第５１条第２項に規定する当該先の退職までの引き続く職員としての在

職期間を含む。）又はこの規程の規定によりかつて採用されて定年前再任用短時間

勤務職員として在職していた期間中に前項の規定により準用する職員就業規程第

５１条第１項各号のいずれかに該当したときは、当該者に対し同規程第５２条に

規定する懲戒処分を行うことができる。 

   第９章 安全及び衛生 

（安全及び衛生） 

第２２条 職員就業規程第５７条から第５９条までの規定は、定年前再任用短時間勤

務職員の安全衛生管理等について準用する。 

   第１０章 業務による旅行 

（業務による旅行） 

第２３条 職員就業規程第６０条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の業務によ

る旅行について準用する。 

第１１章 福利厚生 

（共済等） 

第２４条 定年前再任用短時間勤務職員の共済等は、地方公務員等共済組合法及び厚

生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）の定めるところによる。 

（宿舎） 

第２５条 定年前再任用短時間勤務職員の宿舎の利用については、地方独立行政法人

長崎市立病院機構職員宿舎規程（平成２４年地方独立行政法人長崎市立病院機構規

程第５６号）の定めるところによる。 

（職員互助会） 
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第２６条 定年前再任用短時間勤務職員は、長崎市職員互助会に加入するものとする。 

第１２章 災害補償 

（災害補償） 

第２７条 定年前再任用短時間勤務職員の職務上の災害又は通勤途上の災害に対す

る補償については、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の定めると

ころによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員であって、地方公務員災

害補償法施行令（昭和４２年政令第２７４号）第１条第２項に定めるものの職務上

の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、地方公務員災害補償法（昭和

４２年法律第１２１号）の定めるところによる。 

第１３章 補足 

（委任） 

第２８条 この規程に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の就業に関し

必要な事項は、別に定める。 

    附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

 （雇用期間の末日に関する特例） 

２ 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間における再任用の任期

の末日に係る第８条の規定の適用については、同条中「６５年」とあるのは「６４

年」とする。 

附 則（平成２６年３月２８日規程第２４号） 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年９月３０日規程第２８号） 

この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則（令和６年９月３０日規程第３０号） 

この規程は、令和６年１０月１日から施行する。 

附 則（令和７年１月１０日規程第４号） 
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この規程は、令和７年４月１日から施行する。 


